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※あやしい、おかしいと思った時は、最寄りの交番や警察署にご相談ください。

詐欺の手口が、架空の未納料金を要求したり、息子
や孫、金融機関をかたり不安を与える「不安型」から
ＳＮＳで投資や副業関連の広告を掲載して、高額な利
益や報酬をうたって誘う「誘惑型」に移行しつつあり
ます。

※イメージ広告です

投資・副業関連の被害防止のポイント

～安易にＳＮＳの広告をクリックしないこと～


